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入札説明書 

 

特定非営利活動法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会が委託する長崎県長崎市高島

近海における土質調査については、関係法令に定めるほか、入札説明書によるものとする。 

 

一般競争入札等については、関係法令に定めるほか、この入札説明書によるものとする。 

 

1. 公告日 令和５年４月１７日  

 

2. 契約担当部課等 

長崎市出島町１－４３ D-FLAG 105  

特定非営利活動法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 訓練施設準備班（以下

「協議会」という） 

℡０９５―８９３―８２５１ 

 

3. 工事概要 

(1) 工事名  高島近海洋上風力作業員訓練設備建築予定海域土質調査 

(2) 工事場所 長崎市高島近海（詳細は仕様書による） 

(3) 工事概要 

 洋上風力発電の現場作業員向けの移乗訓練タワー計画箇所（杭式基礎を想定）お

よび同タワーへの電源引き込み用ステージ（杭式基礎を想定）計画箇所の設計に当

たり、基礎資料を得るため、土質調査（海上ボーリング）をおこなうものである 

(4) 工期 令和５年６月中旬から令和５年７月末日まで 

(5) 予定価格 設定しない。 

(6) 発注者 特定非営利活動法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 

 

4. 入札参加形態 

単体（個人での参加は認めない） 
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5. 競争参加資格 

 入札に参加しようとする者は、次の各号に該当するものとする。 

(1) 次の各項目の一に該当すること 

（イ） 国土交通省各地方整備局が実施する、建設工事及び測量・建設コンサルタン

ト等業務の２年に１度の定期資格審査において、令和５・６年度一般競争参

加資格を有する一般土木業者として、九州地方整備局より認定を受けた業者

であり、かつその等級がA, B, Cのいずれかであるもの。 

（ロ） 国土交通省各地方整備局が実施する、建設工事及び測量・建設コンサルタン

ト等業務の２年に１度の定期資格審査において、令和５・６年度一般競争参

加資格を有する地質調査業務業者、かつその規模を大企業として、九州地方

整備局より認定を受けた業者であるもの。 

(2) 次の各号のいずれかの資格を有する技術者を擁する業者であること。 

（イ） 技術士（建設部門：土質及び基礎） 

（ロ） 技術士（建設部門：応用理学部門） 

（ハ） RCCM（地質） 

（ニ） RCCM（土質及び基礎） 

（ホ） 地質調査技師 

（ヘ） 港湾海洋調査士（土質・地質調査） 

（ト） 一級土木施工管理技士 

(3) 長崎県における海上ボーリング調査の実績を有するもの（純粋な土質調査事業のみ

ならず、工事事業の一環として実施した土質調査も海上ボーリング調査の実績に含

むものとする）。 

(4) この土質調査に対応する技術者として、専任の者を施工現場に配置できるととも

に、所定の工期をもって土質調査を安全に実施できるもの。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の

申し立てがなされている者でないこと。 

(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者でないこと、及び次の（ロ）

から（ト）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

（イ） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号） 第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（ロ） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（ハ） 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（ニ） 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

与える目 的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

（ホ）  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等

直接的又は 積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（ヘ）  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（ト）  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

  



- 3 -  

6. 競争参加資格の確認等 

(1) 競争参加希望者は、令和５年４月１７日（月）から令和５年４月２１日（金）まで

に競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料

（以下「資料」という。）を提出し、協議会の競争参加資格の確認を受けなければ

ならない。 

 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認め

られた者は、入札に参加することができない。 

(2) 申請書及び資料は、次のとおり受け付ける。 

• 期間：令和５年４月１７日（月）から令和５年４月２１日（金）まで 

毎日、午前９時から午後５時まで 

• 場所： 

長崎市出島町１－４３ D-FLAG 105  

特定非営利活動法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 

℡０９５―８９３―８２５１ 

(3) 競争参加資格の確認は協議会が行い、その結果は競争参加資格確認通知書（以下

「通知書」という）により令和５年４月２４（月）に発送する。 

(4) 申請書及び資料の様式配布 

• 期間：令和５年４月１７日（月）から令和５年４月２１日（金）まで 

• 場所：協議会ホームページ（https://namicpa.com/）に掲載するため、ダウン

ロードして申請することができる。 

(5) 申請書及び資料の提出 

① 申請書及び資料の提出は、別紙様式第１号～別紙様式第３号により各１部作製

して行うものとする。（サイズはA4とする。） 

② 申請書及び資料の提出は、持参するものとし、郵送又は電送によるものは、受

け付けない。 

(6) 資料の内容 

• 配置予定の技術者：配置予定技術者の雇用関係がわかるもの及び、資格の有無

を判断できる技術者の資格、経歴、経験等 

(7) その他 

① 資料の作成にかかる費用は、提出者の負担とする。 

② 提出された資料は、返却しない。 

 

7. 現場説明会 

• なし 

但し、質問については令和５年４月１７日（月）から４月２１日（金）の午前

９時００分から午後５時００分まで受け付けるほか、回答を含め、協議会ホー

ムページにて公表する。 

 

8. 問い合わせ先 

長崎市出島町１－４３ D-FLAG 105 協議会 

℡０９５―８９３―８２５１ 

 

9. 競争入札執行の日時及び場所 

• 日時 ：令和５年４月２８日（金）午前９時００分から（時間厳守） 

場所 ：長崎市出島町１－４３ D-FLAG 104  

その他 ：競争入札の執行に当たっては、あらかじめ交付した競争参加資格があ

る確認結果の通知書の写しを持参すること。 
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10. 仕様書の閲覧等 

仕様書は、競争参加資格があると認められたものに対して協議会より随時発送する。

発送の手段は、手渡し、郵送または電子メールとする。 

(1) 仕様書内容 

 仕様書には次の各号が含まれる。 

（イ） 土質調査内容について 

（ロ） 工事名「高島近海洋上風力作業員訓練設備建築予定海域土質調査」に関

わる補足事項 

(2) 閲覧期間 

• 期間 ：令和５年４月１７日（月）～令和５年４月２８日（金）まで 

• その他 ：仕様書の返却は不要 

 

11. 入札方法等 

(1) 入札書は、持参しなければならない。 

(2) 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該価格の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税

事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の１１０分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

(3) 入札執行回数は２回を限度とする。 

 

12. 入札の無効 

 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

(1) 入札を行う資格のない者及び談合した者の入札 

(2) 入札書に記載された入札者名又は入札価格が不明瞭で確認できない入札 

(3) ２人以上の者の代理人となった者の入札 

(4) ２通以上の入札をした者の入札 

(5) 前各号のほか、入札条件に違反した入札 

 

13. 入札の執行の中断、延期、取り止め等 

 次の各号の一に該当する場合、入札の執行は取り止める。 

(1) 入札参加者が1者に満たない場合。 

(2) 入札参加者において、競争参加資格を有すると認められた者が1者に満たない場合。 

 

14. 落札者の決定方法 

 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内価格で、最低の価格の申し込みを

したものを落札者とする。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が２名以上ある

場合は、くじ引きで落札者を決定する。 

 

15. 配置予定管理技術者等の確認 

病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ず配置技術者を変更する場合は、当初

の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

 

16. 契約書作成の要否等 

作成が必要。 

 

17. 入札後の異議の却下 

 入札に参加したものは、入札後において、公告、入札説明、設計図書、工事請負契約

書、現場等の不明を理由として異議を申し立てることができない。 
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18. その他 

(1) 協議会は、落札者が、入札の翌日から契約締結前日までに会社更生法に基づき更生

手続き開始の申立てを行った場合、当該契約予定の相手方としての資格を取り消す

ことができる。 

(2) 契約締結後に、入札参加業者、契約にかかわる業者名を協議会ホームページに公表

する。 


